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※ 掲載されている各項目は、 
・ 「北九州市経営プラン」に沿った新たな取組み 

・  その他、特に効果が期待できる収支改善の取組み 
を分類ごとに整理している。 

 
※ 収支改善額には、前年までの効果は含まない。 
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Ⅰ 平成２４年度 経営プラン取組結果について 

１ 平成２４年度における収支改善の取組み 

 
 収支改善額   約４６億円（一般財源ベース） 
 
 
《収支改善額の主な内訳》  

■ 歳入増 （約２１．７億円） 

○ 貸付金の繰上償還               【 ４．４億円】

 ○ 特別会計の剰余金の活用            【 ０．８億円】

○ 国庫補助金の活用                 【１１．５億円】

○ 広告収入その他の収入の確保          【 ５．０億円】
 

 ■ 歳出減 （約２４．２億円） 

○ 職員数の削減                   【 ８．４億円】
 
○ 事務事業の見直し                 【１５．８億円】

 

【参 考】平成２５年度当初の職員数（全会計ベース） 

平成２５年４月１日現在の職員数は、８，４８８人となった。 

北九州市の職員数推移（各年４月１日）
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２ 収支改善の主な取組内容 

（【 】は収支改善効果額で一般会計、一般財源ベース） 

 

 

■ 歳 入（2,174百万円） 

ア 貸付金の繰上償還                【４４８百万円】 

  工業用水道事業や病院事業への貸付金を繰上償還した。 

 

イ 特別会計の剰余金の活用              【８５百万円】 

   中央卸売市場特別会計等の剰余金の活用により、一般財源の負担軽減を図った。 

  

ウ 国庫補助金の活用              【１,１４５百万円】 

   環境未来都市の補助金を活用した。また、コムシティ改修事業に社会資本整備

総合交付金を活用した。 

  

 エ 広告収入その他の収入の確保           【４９６百万円】※ 

   黒崎文化ホールにネーミングライツを導入し、『黒崎ひびしんホール』とした

ほか、西折尾地区等住環境整備事業における分譲地の早期売払いを進めるなど、

収入の確保に努めた。 

 

■ 歳 出（2,422 百万円） 

  ア 職員数の削減                   【８４０百万円】 

      組織・機構の簡素・効率化や事務事業の見直しなどにより、職員数の削減に取

り組んだ。 

      削減効果額は、常勤職員（一般会計）100人分の人件費削減により、840百

万円。 

 

  イ 事務事業の見直し                【１,５８２百万円】 

① 事務事業の見直し（1,449 百万円） 

必要性・費用対効果の観点から、棚卸し・行政評価による事務事業の見

直し（別項目にて掲載分（※）を除く）等を行い、経費の削減を図った。 

         

② 指定管理者制度など民間活力導入の推進（133万円）※ 
    公の施設について、各施設の設置目的等を勘案しながら管理のあり方

を検討し、指定管理者制度の導入を進めた。 

 

  

 

 

２ 



 
Ⅱ 具体的取組み（取組項目数７８件【再掲除き６９件】） 
１ 持続可能で安定的な財政の確立 

（１）歳入の確保 

項    目 実  施  概  要 所 管 
   

① 市税収入等の確保 
1 市税収入等の確保 市税及びその他の市債権（国民健康保険料など 11

債権）について、目標収入率等を設定し、「北九州市
債権回収対策本部」のもとに取組みを行った。 

財政局 

 
 

② 未利用資産の処分・活用 
1 市有財産の有効活用 公共利用の予定のない未利用市有地について、売

却条件を整え、一般競争入札等により積極的に売却
するとともに、売却や計画が確定するまでの間は、
一時貸付を実施した。 

財政局 

 

 
 
 

2 市営住宅の再配置に伴う余
剰地の活用 

市営住宅の再配置（建替え、用途廃止等）に伴い
発生した余剰地について、売却に向けた測量等を行
った。 

建築都市局 

  
  
  

 
3 消防待機宿舎の廃止による
市有未利用地の有効活用 

 各消防署に１箇所ずつ配置していた消防待機宿舎
（７箇所）について、住宅事情の変化等により段階
的に廃止している。 

消防局 

 
  平成２４年度は、用地の有効活用に向け、残る３

箇所を全て解体した。  
  

 
 

4 水道用地の有効活用  平成２４年度は、自動販売機の増設や未利用地の
売却等による増収を図るとともに、新たな未利用地
の有効活用策として、メガソーラ設置運営事業の検
討を行い、未利用地の有効活用の推進を図った。 

上下水道局 

 
 
 

③ 使用料・手数料の見直し 
1 サービス付き高齢者向け住
宅の登録手数料の徴収 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の一部
改正による新たな登録制度創設に伴い、サービス付
き高齢者向け住宅の登録について、物件の住戸数に
応じた手数料を徴収した。 

建築都市局 

 
 
 

３ 



 
項    目 実  施  概  要 所 管 

④ 国県補助金等の活用・確保 
1 環境未来都市にかかる補助
金の活用 

環境未来都市の選定を受け、内閣府の「環境未来
都市先導的モデル事業費補助金」を活用して、各種
事業を推進した。 

総務企画局

 
 

2 コムシティ改修事業にかか
る補助金の活用 

 コムシティ改修事業において、国土交通省の「社
会資本整備総合交付金」を活用した。 

建築都市局

 
 

⑤ 広告収入その他の収入の確保 
1 広告事業の拡充 自主財源の確保のため、広告事業の拡充に取り組

み、広告収入の確保を図る。 
総務企画局 

 
  平成２４年度は、本庁舎へ広告付き玄関マットを

設置する等、広告事業を拡大するとともに、黒崎文
化ホールへのネーミングライツを導入した。 
（黒崎文化ホールの愛称：「黒崎ひびしんホール」） 
 
 

2 特別会計の剰余金の活用 特別会計の剰余金を活用し、一般財源の負担軽減
を図った。 

財政局 
 

 
 

3 西折尾地区等住環境整備事
業・分譲地の早期売払い 

平成２３年度に事業が完了した西折尾地区等にお
いて、個人向けの戸建用地の分譲に加え、住宅メー
カー等へブロックごとの売払いに付すことにより、
整備費用及びに管理コストの軽減と、分譲地の早期
売払いを図った。 

建築都市局

 
 

4 工業用水道事業会計長期借
入金の繰上償還 

工業用水道第三次布設事業に係る一般会計長期借
入金を一括繰上償還した。 

上下水道局

  
  

5 病院事業会計長期借入金の
一部の繰上償還 

病院事業会計に係る一般会計長期借入金の一部を
繰上償還した。 

病院局 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

４ 



 
（２）歳出の見直し 

項    目 実  施  概  要 所 管 
   

① 職員数の削減と人件費総額の抑制 
1 職員数の適正化および人件
費総額の削減  

組織・機構の簡素・効率化や事務事業の見直しな
どにより、人件費総額の削減を図った。 

総務企画局 

 
 

2 時間外勤務時間数の削減   職員のモチベーションの向上、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図るため、時間外勤務時間数の削
減に向けた取組みを推進した。 

総務企画局 

 
 

② 事務事業の見直し 
1 総務機能の見直し 各局区等の総務部門の機能（業務）を分析・整理

し、真に必要な機能は強化し、その他の機能（業務）
については、平成１８年７月に策定した「北九州市
ＩＴ推進計画」に基づき、廃止・外部委託・庶務事
務システムを利用した発生源入力の徹底、事務の集
約化をはじめ、行政内部事務の徹底的な効率化を実
現する。 

総務企画局 
 
 
 
 

 平成２４年度は、さらなる行政内部の効率化を目
指すため、総務事務センターでの取り扱い業務を拡
大した。 
 
 
 

2 市税事務所固定資産税課窓
口業務の嘱託化 

 東西市税事務所の固定資産税課において、職員が
交代制で行っている窓口業務の嘱託化を進めた。 

財政局 

 
 

3 事務事業の棚卸し  事務事業を見直し、経費の削減を図った。 財政局 
 
 

4 北九州市民環境パスポート
事業の運営主体の見直し 

 運営を委託している環境パスポートセンターの業
務を見直し、運営体制の効率化を図り、委託費の削
減を図った。 

環境局 

 
  

 
 

5 屋外広告物規制事務の効率
的な運用 

 屋外広告物の掲出等への必要な規制・指導にあた
り、啓発パンフレットの作成業務の見直し等を行っ
た。 

建設局 

 
 

6 都市計画基本図作成等業務
における基本図のデジタル
化 

都市計画基本図データをデジタル化することによ
り、外部発注によるデータ変換の経費の削減を実施
した。 

建築都市局 

  
 

５ 



 
項    目 実  施  概  要 所 管 

7 市有特定建築物の耐震診断
の前倒し 

市有の特定建築物（学校、市営住宅を除く）のう
ち、旧耐震基準で建設された建築物の耐震化を図る
ため、これらの耐震診断について、計画を前倒しし、
平成２４年度中に実施した。 

建築都市局 

 

 
 

8 総合消防情報システム保守
業務委託の点検回数の見直
し 

 総合消防情報システムについて、システム基幹部
分への影響等を考慮し、システムの一部について定
期点検回数の見直しを行った。 

消防局 

 
 

9 消防救急無線システム保守
業務委託の点検の見直し 

消防救急無線システムについて、設備の更新に伴
い、兼用・共用している設備等の定期点検回数等の
見直しを行った。 

消防局 

 
 
 

10 下水道ポンプ場の遠隔監視
化 

合流ポンプ場に先行待機型のポンプを設置し、遠
隔集中監視方式の導入により、運転体制の効率化を
図る。 

上下水道局 

 平成２４年度は、藤田ポンプ場の遠隔監視運転の
移行に向けた整備を行った。 
 
 

11 漏水調査の強化 配水管理システムの蓄積データを活用し、８８配
水ブロックのうち、比較的多くの漏水が潜む可能性
がある配水ブロックを対象に漏水調査を実施し、経
済的損失や二次的災害の要因となる漏水の早期発見
を図った。 

上下水道局

 
 
 

12 交通事業の健全経営の維持 平成２３年度から５ヵ年の「北九州市営バス事業
経営計画」に基づき、経営上の課題に対して適宜対
応策を講じることにより、健全経営の維持に努めた。 

交通局 

 平成２４年度は、運賃体系の見直しやダイヤ改正
を実施し、「ふれあい定期」制度の見直しや若松北西
部地域のバス路線の見直しについて、地域住民等と
の協議を進めた。 
 
 

13 病院事業の健全経営の維持  地域への質の高い医療を提供するため、医師など
の医療スタッフの確保や医療機器などの整備等を行
うとともに、収入の確保や費用の削減等、より一層
の経営改善に取り組み、病院経営の安定した運営に
努めた。 

病院局 

 
 

14 包括外部監査委託料の上限
額の見直し 

 包括外部監査委託料について、上限額の見直しを
行った。 

監査事務局

 
 
 

６ 



 
項    目 実  施  概  要 所 管 

公共施設等の維持管理経費の縮減 

道路や橋梁、建物、設備、プラント等の施設について、トータルコストの削減に向けた維持管理 

手法を構築し、維持管理費を縮減する。 

 
1 橋梁長寿命化修繕計画  今後１００年間の長期展望に立った計画で、効率

的・効果的に管理するアセット・マネジメントの考
え方に基づき、計画的に手を入れて長持ちさせる予
防保全の取組みを推進する。 
 平成２４年度は、６８橋の点検、２６橋の補修工
事について、新規に着手した。 
 
 

建設局 

2 既設公園の統廃合 
 
 
 

 狭小な公園が集中している地域などにおいて、既
設公園を統廃合することにより、規模の適正化、適
正配置を推進する。 
 平成２４年度は、２公園を全面廃止、１公園を部
分廃止した。 
 
 
 

建設局 

3 道路照明のＬＥＤ化 道路照明の高効率化を図るため、ＬＥＤを計画的
に導入し、電気料金を節減する。 
平成２４年度は、道路照明灯４，３７４灯、街路

灯７１３灯、生活街路灯２，９８４灯にＬＥＤを導
入した。 
 
 
 

建設局 

4 公園照明灯の見直し 
 

公園照明灯を、水銀灯から消費電力が少ないナト
リウム灯、ＬＥＤ灯に交換し、電気料金を節減する。 
 平成２４年度は、水銀灯からナトリウム灯へ５１
灯、ナトリウム灯からＬＥＤ灯へ７４灯交換した。 
 
 
 

建設局 

5 下水道ポンプ場の遠隔監
視化 

 
（6）ページの再掲 

 

上下水道局 

6 自然エネルギーの活用 
 
 
 
 

配水池へ太陽光発電設備を配置することで、配水
池の必要電力を賄うとともに、余剰電力の売電収入
で設備投資を回収する。 
平成２４年度は、２箇所の配水池において、太陽

光発電建設に着手した。 
 
 

上下水道局

 

7 省エネルギー対策の実施
による動力費の削減 

 老朽化したポンプ設備のインバータ化や能力の適
正化を行うことで、電力の省力化を図る。 

上下水道局 

 平成２４年度は、１箇所のポンプ場において、送
水ポンプの改良工事に着手した。 
 
 

７ 



 
項    目 実  施  概  要 所 管 

③ 投資的経費の抑制 
1 公共事業のコスト構造改善  「北九州市公共事業コスト構造改善 第四次行動

計画」（実施期間：平成２１年度から平成２５年度）
を適切に運用し、事業全体を通した効率化への取組
みや、工事後の維持管理まで考慮した品質の確保に
取り組んだ。 

技術監理室 

 
 

2 公共事業評価システムの推
進 

新規公共事業の着手について、必要性や効果等を
客観的に検証し、市民意見を踏まえた上で慎重に決
定するため、事業着手前の事前評価を実施した。 

総務企画局 

 
 

3 都市計画道路網の再編  都市構造や社会経済情勢の変化に対応した効率的
な道路整備を図るため、都市計画道路網の再編（強
化箇所の新設及び長期未着手区間の廃止を含めた対
応方針）の検討を進め、合意形成が図られた箇所･区
間から、都市計画変更手続を進める。 

建築都市局

 平成２４年度は、周防灘沿岸部（北部）及び北九
州中央部の見直しの検討を行った。 
 
 

④ 一般会計と特別会計の負担区分のあり方の見直し 
1 一般会計と特別会計の負担
区分のあり方の見直し 

 地域保健活動支援事業に係る経費の一般会計と介
護保険特別会計との間の負担区分の見直しを行い、
一般会計繰出金の縮減等を図った。 

保健福祉局 

 
 

⑤ 外郭団体の経営改革の促進 
1 外郭団体に対する人的・財政
的関与の見直し 

 「北九州市外郭団体経営改革プラン」に基づき、
市の人的・財政的関与の見直しを進めた。 

総務企画局 

 
 

２ 多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築 

（１）公民パートナーシップの推進 

項    目 実  施  概  要 所 管 
   

 ① 民営化・民間委託等の推進 
1 総務機能の見直し  総務企画局 

（5）ページの再掲 
 

2 市税口座振替業務の委託化 納税者の利便性の向上や納期内納付の促進のため
実施している市税の口座振替納付について、口座情
報入力業務等の民間委託を行った。 

財政局 
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項    目 実  施  概  要 所 管 

3 区役所業務の見直し・民間委
託の推進 

区役所窓口ワンストップサービスの実施状況を検
証し、さらなる簡素・効率化を図るため、区役所窓
口業務と案内業務の見直しに向けて、検討を進めた。 

市民文化 

スポーツ局 

 
 

4 直営保育所の再編・民営化  保育所運営の効率化と機能の集約・強化を図るた
め、「元気発進！子どもプラン」に基づき、施設の老
朽改築等に併せて、直営保育所１施設を民営化した。 

子ども 
 

家庭局  
  

  
5 直営保育所給食調理業務委
託 

 直営保育所における給食調理業務について、平成
１１年度より、民間委託を進めている。 

子ども 

家庭局   すでに民間委託を行っている４施設に続き、平成
２４年度は新たに１施設で民間委託を行った。  

  
 

6 水道営業業務の見直し  水道営業業務の包括委託を行うことにより、より
一層のお客さまサービスの質の向上と事業運営の効
率化を図った。 

上下水道局 
 
 

 
7 学校給食調理業務の民間委
託の推進 

 市立小学校等における学校給食調理業務につい
て、平成１６年度から段階的に民間委託を進めてい
る。 

教育委員会 

 
  平成２４年度は、新たに１２校において実施した。 
  

公の施設の管理への指定管理者制度の導入 

 指定管理者制度の導入を積極的に推進するとともに、指定管理者の評価を実施し、適切な運営を 

確保する。 

 
1 障害児施設  

【小池学園】（３回目） 
 指定管理者： 
  (社福)北九州市福祉事業団 
 指定期間： 
  平成 24 年 4 月 1日～平成 29 年 3月 31 日 
 
 

保健福祉局  

2 障害者施設  保健福祉局 
【戸畑障害者地域活動センター】（２回目） 
 指定管理者： 
  (社福)北九州身体障害者福祉事業協会 
 指定期間： 
  平成 24 年 4 月 1日～平成 29 年 3月 31 日 
 
【北九州市障害者スポーツセンター】（１回目） 
 指定管理者： 
  (社福)北九州市福祉事業団 
 指定期間： 
  平成 24 年 4 月 1日～平成 29 年 3月 31 日 
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項    目 実  施  概  要 所 管 

3 青少年施設  子ども 
【かぐめよし少年自然の家】（１回目） 

家庭局  指定管理者： 
  玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体 
 指定期間： 
  平成 24 年 4 月 1日～平成 29 年 3月 31 日 
 
 

4 文化施設  市民文化 
   【黒崎ひびしんホール】（１回目） 

スポーツ局  指定管理者： 
   (株)黒崎コミュニティサービス 

 指定期間： 
  平成 24 年 7 月 1日～平成 39 年 6月 30 日 
 
 

5 社会教育施設  教育委員会 
 【八幡西図書館】（１回目） 
  指定管理者： 
   (株)黒崎コミュニティサービス 
  指定期間： 

  平成 24 年 7 月 1日～平成 39 年 6月 30 日 
 
 

 ② 市民・ＮＰＯ等との協働の推進 
1 住民主体の地域づくりの促
進 

地域課題の解決を図るため、新たな地域づくりに
取り組むまちづくり協議会の設立や組織充実を図る
とともに、事業ごとに地域団体に交付している補助
金を可能な限り「地域総括補助金」として一本化し、
受け入れ態勢の整ったまちづくり協議会に対して交
付する。 

市民文化 

スポーツ局 

平成２４年度は、新たにまちづくり協議会３団体
（１２０団体→１２３団体）が「地域総括補助金」
を導入した。 
 
 

2 「ＮＰＯとの協働によるま
ちづくり」人材育成事業 

協働によるまちづくりを促進するため、人材の育
成を推進する。 

市民文化 

スポーツ局 平成２４年度は、ＮＰＯ等との協働のあり方につ
いて「北九州市協働のあり方に関する基本指針｣を策
定し、これに基づいて、ＮＰＯや市職員を対象とし
た協働意識向上のための研修として「協働による住
みよいまちづくり」シンポジウムを実施した。 
また、多様な担い手による協働のまちづくりを進

めていくために「地域課題解決のための情報交流会」
を実施した。 
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項    目 実  施  概  要 所 管 

3 住民主体の健康づくり運動
の推進 

市民センター等を拠点とし、住民が主体となった
健康づくり事業を実施するため、まちづくり協議会
が健康づくり推進員、食生活改善推進員などと協力
し、行政（保健師）、医師会、歯科医師会、栄養士会
と連携して地域の健康課題解決について話し合い、
目標設定、計画づくり、実践、評価を行う。 

保健福祉局 

 
 
 
 
 平成２４年度は、１０８団体において事業を展開

した。 
 

 
4 赤ちゃんの駅登録事業   乳幼児を抱える保護者の子育て支援の取組みの一

環である、外出中に授乳やオムツ替えなどで立ち寄
ることができる施設「赤ちゃんの駅」の登録につい
て、区役所などの公共施設だけではなく、商業施設
など民間施設とも協働して取り組むことにより、地
域社会全体で子育て家庭を支える意識の醸成を図
る。 

子ども 

家庭局 

 平成２４年度末時点で３５２施設を登録してい
る。 
 
 

5 北九州風景街道（市民との協
働によるまちづくり） 

 門司港レトロから門司往還を経て長崎街道に到る
全長約 40ｋｍのルート「北九州おもてなしの“ゆっ
くりかいどう”」を対象とし、街道を生かしたまちづ
くりを行う団体の支援や、観光に寄与する情報発信
等を行う。 

建設局 

 平成２４年度は、街道を活かしたまちのにぎわい
づくりや PR 活動、長崎街道のサイン整備等に取り組
んだ。 
 
 

6 北九州おもてなしの道づく
り事業（市民との協働による
おもてなし） 

 「都市イメージの向上」や「来訪者へのおもてな
し」等を目的とし、市民との協働により、市内の主
要な市境や幹線道路の植樹帯を四季折々の花や緑で
飾り、定期的な道路の清掃活動を行うなど、来訪者
に対する歓迎のおもてなしの道づくりに取り組ん
だ。 

建設局 

 
  

7 市民との協働による道路の
維持管理（道路サポーター制
度） 

 市民と行政との協働により、道路への愛着・環境
美化への意識高揚とすそ野を拡大し、美しいまちづ
くりにつなげる仕組みを構築するため、道路清掃・
美化などのボランティア活動を行う団体の募集や支
援を行った。 

建設局 

 
 

8 市民との協働による河川の
維持管理（河川愛護団体）  

 河川愛護団体の設立支援及び育成に取り組むとと
もに、河川除草等において団体との連携を強化した。 

建設局 
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項    目 実  施  概  要 所 管 

9 市民との協働による街区公
園の維持管理（公園愛護会） 

街区公園の維持管理業務のうち、清掃や除草など
を、地元の公園愛護会と協働で実施した。 

建設局 

  
 

10 地域に役立つ公園づくり事
業（市民参加による公園づく
り） 

 地域住民に身近な公園の整備にあたり、小学校区
を一単位として、計画段階から地域住民と協働で事
業を進め、市民ニーズに対応した公園づくりを行う。 

建設局 

 平成２４年度は、新たに４校区で計画策定を行っ
た。 

 

 
 

（２）市民ニーズへの対応と「選択と集中」 

項    目 実  施  概  要 所 管 
   

 ① 市民参画を通じた市民ニーズの把握 
1 ホットメール「市長への手
紙」 

 平成１９年度に開設したホットメール「市長への
手紙」について、市民からの要望に対し、進捗状況
の把握に努めるなど、適切な対応を図った。 

秘書室 

 
 

2 タウンミーティングの開催  様々な政策課題について市民と直接対話し、市民
と市との協働によるまちづくりを進めることを目的
に、タウンミーティング（対話集会）を開催する。 

広報室 

 平成２４年度は、「震災廃棄物受入れ検討」、「市
制５０周年に向けて」の２つのテーマでタウンミー
ティング及び地域ふれあいトークを開催した。 
 
 

 ② 区役所機能の見直し 
1 区役所業務の見直し・民間委
託の推進 

 市民文化
（9）ページの再掲 

スポーツ局  

③ 評価システムの活用 
1 指定管理者評価システムの
推進 

 公の施設の管理を行っている指定管理者につい
て、適正な管理が行われているかなど、外部委員の
検証を含め、多角的な視点からの評価を実施した。 

総務企画局 

 
 

2 公共事業評価システムの推
進 

 総務企画局 
（8）ページの再掲 

 
3 行政評価システムの推進  厳しい財政事情の中、北九州市基本構想･基本計画

「元気発進！北九州」プランを着実に推進するため、
行政評価システムを活用し、事業の計画･実施のみな
らず評価や見直しまで含めた事業の管理、ＰＤＣＡ
マネジメントサイクルの確立を図った。 

総務企画局 
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（３）職員の育成と組織体制の確立 

項    目 実  施  概  要 所 管 
   

 ① 職員の意識改革と育成 
1 政策法務能力の強化  地方分権時代に対応した重要施策の実現のため、

戦略的な法の解釈・運用により、法的側面から政策
における実効性を確保する法務（政策法務）能力を
強化する。 

総務企画局 

 平成２４年度は、法制執務・予防法務研修や法的
支援等を実施した。 
 
 

2 「女性活躍推進アクション
プラン」の推進 

 女性職員を育て、いきいきと活躍できる職場づく
りを推進するため、「女性活躍推進アクションプラ
ン」に基づき、女性職員キャリアアップ研修やワー
ク・ライフ・バランス研修の実施等、女性職員の育
成や組織風土改革、ワーク・ライフ・バランスの推
進等に努める。 

総務企画局 

平成２４年度は、アクションプランに掲げる２４
施策全てに着手した。 
 
 

3 人材育成基本方針に基づく
人材の育成 

 「北九州市人材育成基本方針」に示された、本市
職員が目指すべき職員像や人事・研修制度の趣旨、
今後の人材育成の方向性に基づき、人事部門・研修
部門・各職場が一体となって人材育成に取り組んだ。 

総務企画局 

 
 

4 時間外勤務時間数の削減  総務企画局 
（5）ページの再掲 

 

 ② 能力主義・成績主義の徹底 
1 成績主義の推進  勤務成績をより的確に処遇へ反映させるととも

に、職務と責任に応じた人事・給与制度づくりを一
層推進するため、他都市の動向を踏まえた研究等を
行った。 

総務企画局 

 

③ 簡素で効率的な業務執行体制の確立 
1 職員数の適正化および人件
費総額の削減 

 総務企画局 
（5）ページの再掲 

 
2 総務機能の見直し   総務企画局 

（5）ページの再掲 
 

3 区役所業務の見直し・民間委
託の推進 

 市民文化
（9）ページの再掲 

スポーツ局  
4 水道営業業務の見直し  上下水道局
 （9）ページの再掲 
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